
  

富山地方法務局では、令和６年度国家公務員一般職試験の受験希望者を対象と

して、以下のとおり国家行政・官庁ツアーを開催いたします。 

法務局・地方法務局への採用を検討されている方は、是非御参加ください。 

皆様の御来訪を心からお待ちしております。 

※本官庁ツアーは、選考とは一切関係ありません。 

  

２月１９日（月）  【予約制】 

    第１回  午前１０時  ～  午前１１時３０分  【定員１５名】 

    第２回  午後 １時  ～  午後 ２時３０分  【定員１５名】 

   当日の流れ 

① 業務説明会 

② 職場見学 

③ 意見交換会 

  

１月１９日（金）  午前１０時  ～  ２月５日（月）  午後５時 

※定員になり次第、受付を終了します。 

 

開催日時 

予約受付期間 

国家行政・官庁ツアー開催案内  

富山地方法務局 



  

受付開始日時（１月１９日（金）午前１０時）の前に送信されたメールについては

無効とさせていただきますので、送信の際は御注意ください。 

  

電子メールにより予約受付を行います。 

予約メールアドレス  soumu01_toyama_moj_bal@i.moj.go.jp 

※  受付が完了しましたら、当方から当日中（土日を除く。）に送信元のメール

アドレスに「受付完了メール」を送信します。 

  

予約メールには、以下の事項を記入し、送信してください。 

件名：富山地方法務局国家行政・官庁ツアー参加申込み 

本文：①氏名 ②氏名ふりがな ③参加希望回 

④連絡先電話番号  ⑤質問事項（任意）（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約方法 

予約メール記載事項 

注意 

＜予約メール記載例＞ 

件名：富山地方法務局国家行政・官庁ツアー参加申込み 

本文： 

① 法務 太郎 

② ほうむ たろう 

③ 第１希望 第１回 

第２希望 第２回 

④  ０１２－３４５６－７８９０ 

⑤  富山地方法務局で行っている人権擁護の活動内容を

詳しく聞きたい。 

mailto:soumu01_toyama_moj_bal@i.moj.go.jp


※ ⑤質問事項（任意）について 

質問事項がある場合に御記入ください。質問事項は、２月８日（木）午後５時ま

で受け付けますので、当方「受付完了メール」受信後に別メール（下記の例参照）

で送信いただいても構いません。いただいた質問については、官庁ツアー当日に

回答させていただく予定です。 

 

   ＜質問事項のメール記載例＞ 

    件名：富山地方法務局国家行政・官庁ツアー 

         ① 法務 太郎 

         ⑤ 昨年の４月に施行された相続土地国庫帰属制度を詳しく 

聞きたい。 

 

 

  ① 予約メールを送信いただきましたら、まずは、当方から当日中

に「受付完了メール」を送信します。 

  ② その後、申込みをいただいた予約メールをもとに、参加回を決

定させていただき、改めて、当方から送信元のメールアドレス

に「参加決定メール」を送信します（上記①の「受付完了メー

ル」送信後、２日程度で送信します。ただし、土曜日・日曜日を

除きます。）。 

  ③ 予約は先着順としますので、第１希望の受付枠が定員に達し

ていた場合には、第２希望の参加回に空きがあれば、第２希望

に決定することがあります。 

  ④ 申込みをしたにもかかわらずメール返信がない場合には、以

下までお尋ねください。 

    富山地方法務局総務課人事係 ０７６－４４１－０５５４ 

参加回の決定について 



 

筆記用具 

 

 

 富山市牛島新町１１番７号 

    富山合同庁舎 ５階会議室 

  （ＪＲ・あいの風とやま鉄道「富山」駅下車北口から徒歩約５分） 

（開催日当日は、富山合同庁舎２階の総務課の窓口にお越しください。） 

 

〒９３０－０８５６ 

富山市牛島新町１１番７号 富山合同庁舎２階 

富山地方法務局 総務課 人事係 

TEL ０７６－４４１－０５５４（人事係直通） 

（土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間） 

 

 

法務局の組織や取り扱っている業務の概要については、パンフレットで紹介し

ていますが、富山地方法務局の組織や詳しい業務内容、個々の制度などについ

て紹介している資料のリンクを以下のとおり掲載します。 

気になる内容について、詳しく知ってもらうための参考としていただき、法務局

での仕事により関心を持ってもらえたらと思います。 

 

１ 富山地方法務局の組織 

富山地方法務局には、管内法務局一覧のとおり、本局、魚津支局、高岡支局及

び砺波支局があります。採用後は、以上のいずれかに配属されることとなります。 

持ち物 

開催場所 

お問合せ先 

業務説明 

https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/content/001384743.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/content/001384743.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/table/shikyokutou/all00.html


２ 法務局の業務内容 

(1) 全般 

・ 業務のご案内 

(2) 登記所備付地図の整備 

 ア 登記所備付地図作成作業 

 イ 登記所備付地図作成作業の実施について（動画） 

(3) 筆界特定制度 

・ 筆界特定制度とは 

(4) 所有者不明土地問題への取組 

ア 法定相続情報証明制度 

・ 法定相続情報証明制度について（動画） 

イ 自筆証書遺言書保管制度 

・ 自筆証書遺言書保管制度について（動画） 

ウ 長期相続登記等未了土地解作業 

エ 表題部所有者不明土地解消作業 

オ 相続土地国庫帰属制度、相続登記の義務化 

・ 令和５年４月以降、不動産に関するルールが大きく変わります！ 

(5) 戸籍 

・ 無戸籍でお困りの方々へ～戸籍をつくる手続 

・ 無戸籍解消の流れ（動画） 

(6) 供託 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html
https://www.youtube.com/watch?v=xhYSQPvC-fU
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
https://www.youtube.com/watch?v=5aAUKFtmdXU
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
https://www.youtube.com/watch?v=il6UGPPxBtw
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
https://www.youtube.com/watch?v=fbeL0M0ahEQ


・ 供託制度について（動画） 

(7) 人権擁護 

・ 人権擁護事務 

３ 採用に関するよくある質問 

 ・  採用に関するＱ＆Ａ 

  

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/kyoutaku-douga.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/category_00006.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/page000001_00156.html

